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平成２８年第２回定例会総務常任委員会記録 

平成２８年６月１５日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただ

いまから総務常任委員会を開会いたします。 

本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

政策推進課関連の、議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につ

いてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言をしていた

だきますようお願いいたします。 

それでは、政策推進課の説明を求めます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

各担当係に歳入歳出続けて説明させていただきますので、その都度ページ、

款・項・節については説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

では、説明に入ります。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

それでは、予算書の９ページのほうをお開きください。 

２０款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入といたしまして、小

規模事業者震災復興バックアップ事業の償還金として１億円計上させていただい

ております。 

続きまして、同じく９ページ、２０款諸収入、４項雑入、２目雑入の中の、こ

ちらは３行あるうちの上から２行目です。阿蘇地域元気再生支援事業助成金とい

たしまして１００万円計上させていただいております。こちらは、歳出のほうで

観光ＰＲ事業のほうを計上させていただいておりますが、そちらに伴う阿蘇デザ

インセンターからの助成金となっております。歳入のほうは以上となります。 

続きまして、歳出のほうを御説明申し上げます。１０ページをお開きください。 

２款総務費、１項総務管理費、２２目総務費熊本地震災害対策費、こちらの１

１節需用費といたしまして、印刷製本費５０万円計上させていただいております。

こちらは、グリーンロードのほう、今高森のほうは交通網が麻痺しておりまして、
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グリーンロードを通って南阿蘇を経由して高森に来るのが、観光客にとっては一

番一般的なルートとなりますので、グリーンロードから高森へ向けての周知のパ

ンフレットのほうの作成費を計上させていただいております。 

続きまして、同じく１２節役務費１５０万円、観光ＰＲ広告費。こちらのほう

は今後町が行う各種事業に伴う九州管内と県内に向けたテレビ・雑誌等を活用し

たＰＲ費用のほうを計上させていただいております。 

続きまして、１９節負担金補助及び交付金、こちらのほうも震災復興観光振興

プロジェクトの負担金といたしまして３００万円計上させていただいております。

こちらのほうも、テレビ等とタイアップしてですね、各種事業を展開していきま

して、熊本県内・九州管内に高森の安全性と高森への交通手段等を周知していけ

ればいいなと思っております。 

続きまして、２１節貸付金１億円、こちらのほうは小規模事業者震災復興バッ

クアップ事業貸付金として計上させていただいております。こちらの内容といた

しましては、小規模事業者持続化補助金のほうが、熊本地震の発生を受けまして

補助額が５０万円から２００万円に増大しております。また、予算枠も大幅増大

しておりまして、こちらのほうは町内の小規模事業者さんに活用していただくた

めに経産省のほうから出る助成金ですね。補助金のほうを町のほうで事業実施前

に立て替えてお支払いして、事業の交付決定後またお返しいただくというような

形で２００万円掛ける５０件、１億円計上させていただいております。 

続きまして、１３ページをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、９目商工費熊本地震災害対策費といたしまして、こ

ちらは５１万３,０００円計上をさせていただいておりますが、このうちの１１万

３,０００円につきましては、観光交流センターが熊本地震の発生時に、九州電力

や中部電力等の電力補給のトラックが常に１０台程度止まっていた関係で、芝の

ほうが大分荒れておりますので、そちらの交流センターの芝生修繕費といたしま

して１１万３,０００円計上させていただいております。 

説明は以上となります。 

○政策推進課長（馬原恵介君） はい、以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 政策推進課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

小規模事業者震災復興バックアップ事業貸付金についてお尋ねしますが、一応、

説明によりますと、国のほうの承認決定が下りる前の立替金ということで聞いて

おりまして、となると、事前の承認というか、国が認定するだろうという予想の
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もとに建て替えをするということになる。どうですかね。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 一応ですね、方法といたしましては、持続化補助金

の交付決定通知を申請時に提出していただいて、その金額をお出しするような形

です。国の補助金というのは、基本的に事業の交付決定を受けた後、事業実施で

事業終了して、確定通知をいただいて、その後交付金が支払われるというふうな

形になりますので、その間のつなぎの資金といたしまして、町のほうから先行し

て貸し付けるような形の方法で要綱のほうを定めていきたいなと考えているとこ

ろです。 

○委員（興梠壽一君） 国が交付決定書を商工会なら商工会に送った時点で、本人に

通知があった時点で建て替えをすると。それなら交付決定から資金の貸付けまで

にかなり期間があるということですね。１カ月ぐらいあるのかな。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

一応、応募いたしましてですね、決定するまでの期間というのは、本人たちの

意思によらず決定期間がかかるものですから、それについては私のほうではどれ

ぐらいかは推しはかれないんですけれど、ただ、交付決定があったら、うちの場

合速やかに役場のほうに申請をしていただければ、こちらのほうとしてはすぐ対

応するつもりです。 

○委員（興梠壽一君） 国が決定した後に、資金が本人までに流れる期間いくわけで

すか、貸し付ける期間はどれぐらいあるのか。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） 政策推進課長補佐、定光です。 

事業を国が認めますと、あなたが提案した事業を認めますとなった後に、実際

に事業をやってもらいますと。その事業が終わって、お金いくらかかったという

のが確定したところで国からはお金をその分差し上げますと。完了報告があって

からお金の話になるんで、今回の町の事業としましては、その間実際に事業をや

る間にお金を一旦お預けしますと、国からお金が入ってきたら、速やかに返して

くださいと、そういった事業になっております。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

そうなると、歳入のほうで１億円、入るように貸付金が償還がされるようにし

てあっとですね。 

○政策推進課長補佐（定光貴史君） はい。 

○委員（興梠壽一君） 要するに、貸付けを１億となって同じ年度に１億を回収して

いくと。これは可能なのかな。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係の馬原でございます。 

小規模事業者の事業のうちが基本的に年度内の事業になりますので、年度中に



 － 4 － 

できるだろうかできないだろうかという議論は確かに課内でもあったんですけれ

ども、おおむね４月には決定するだろうと。そうしてくると、４月中から５月頭

には最長でも、その申請者の方に交付金の交付があるだろうというふうに想定し

ております。 

ですので、会計年度の５月末までには遅くても間違いなく入ってくるだろうと

いうふうに想定しておりまして、歳入も歳出も今年度予算で計上させていただい

たところです。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい、いいです。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに何かございませんか。そのほかに質疑はございます

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、質疑を終わりたいと思います。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ここで、討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、政策推進課に関係いたします付託案件については終了いたしました。 

どうも御苦労さまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました、ＴＰＣ事務局関連

の議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題といたし

ます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言をしてく

ださい。 

それでは、説明をお願いいたします。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長の東でございます。 

それでは、一般会計を説明します。１０ページをお願いします。 

総務費の総務管理費、たかもりポイントチャンネル事務費です。委託料になり
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ます。５４万円を計上いたしております。一応、ＴＰＣチャンネル追加設定委託

料という形で計上しておりますが、これは、今ＴＰＣチャンネルで放送しており

ます、その裏番組ということですね。サブチャンネルができるということで、そ

の枠を設定するのに５４万円かかると。そのサブチャンネルで何をするかという

のはですね、今総務課と協議中でございます。総務課のほうから予算を上げてく

れということで依頼がありましたので、うちのほうで上げておりますが、内容と

しましてはですね、緊急放送あるいは議会の放送とかですね、特別な放送をその

中で流していくことができるのじゃないかというふうには思っております。総務

課サイドでもいろいろ考えがあるようですので、いろいろ協議しながらサブチャ

ンネルは使っていきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、説明が終わりました。１件でございますけれど

も、これから質疑を行いたいと思います。質疑はございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

予算、サブチャンネルというのは新しいチャンネルを開くとですか。今、１０

チャンネルだけど。何か新しい番号を振り分けるということですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長の東です。 

もう表のチャンネルは１０チャンネルで１枠だけなんです。裏になりますと、

操作の仕方が変わってきます。１０チャンネルにしといて、あと矢印で変更する

ような形です。裏側のチャンネルみたいに、そういう形になります。年配の方た

ちは操作がやっぱりできないからですね。 

○委員（牛嶋津世志君） それなら、それに切り替え。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 枠はですね、サブチャンネルを何チャンネルか作

れるんですけども、あんまり作ると画像が落ちてですね、ちょっと。まあ、最低

１チャンネル増やすぐらい、１枠ぐらいなら画像も大丈夫だろうという話でした。

もしそこに入れてくるとなると、また操作方法とかもですね、説明はしないと。 

○委員（牛嶋津世志君） 今横に、サイドでお知らせ版がありますね。ああいう感じ

でサブをまた作るという感じですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） いや、もうリモコンで押して、もう画面が変わる

んです。映像ですので。よそはですね、ショップチャンネルとか、通販の番組だ

とか、あとは天気予報とかを、そこでもう常時流しているところもあります。朝

から晩までですね。 

○委員長（芹口誓彰君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） ないようでございます。これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

以上で、ＴＰＣ事務局に関連します付託案件につきましては終了いたしました。 

皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました、生活環境課関連の

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題といたしま

す。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言っていただきたい

と思います。 

それでは、生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（松本満夫君） 生活環境課 松本です。 

今回の補正につきましては、昨日の初日でも御提案理由が述べられましたとお

り、熊本地震に伴います災害関係の復旧関係の予算が主なものでございますので、

詳細につきましては、担当のほうから御説明申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長の津留です。予算書の８ページをお開

きください。 

歳入、１３款、１項、６目商工費使用料、１節湧水トンネル公園使用料です。

２,８００万円の減額予算を計上いたしております。これは熊本地震により来館者

数が激減したことに伴う補正予算となります。 

以上です。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

同じく８ページの１４款、２項、４衛生費国庫補助金、５災害等廃棄物処理事

業補助金として２５０万円を計上させていただきました。これは熊本震災による

ごみの廃棄物処理量が５００万円の見積りが上がっています。そのうち、２分の
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１が国庫補助の対象となりますので、２５０万円を計上させていただきました。 

次に、歳出です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長の津留です。 

９ページをお開きください。 

２０款、２項、１目町預金利子、１節町預金利子です。１,０００円の予算を計

上いたしております。こちらは高森温泉館などの別で管理している通帳がござい

ます。こちらの預金利子を受け入れるための歳入になります。以前は、別の費目

で受け入れておりましたが、会計からの指示によりまして、新たに町預金利子に

組み替えをするものです。 

以上です。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

次に歳出です。１２ページをお開きください。 

４款、１項、７目衛生費熊本地震災害対策費、１３節委託料です。これは、先

ほど歳入のところで御説明しましたが、５００万円の見積りが上がっております

ので、委託料として５００万円を計上させていただきました。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

１３ページをお開きください。 

６款、１項、５目湧水館施設管理費です。１１節需用費に３１万９,０００円の

修繕料を計上させていただきました。３１万９,０００円の内訳としましては、湧

水トンネル公園の料金所を４月から町直営にしたことに伴いまして、料金所内に

新たな電話回線を引くための修繕費用１１万３,４００円、並びに湧水トンネル公

園の料金所横に４月より自動券売機を設置をいたしました。そのことに伴いまし

て、設置してある監視カメラの位置を自動券売機の上に再移設するための修繕費

用２０万５,２００円を計上いたしております。その合計額３１万９,０００円を

計上いたしました。 

続きまして、１２節役務費です。湧水トンネル公園売上金損害保険料に８,７３

０円、湧水トンネル公園料金所職員傷害保険料に４万７,７６０円を計上させてい

ただきました。これも料金所の直営に伴いまして、料金所で扱う現金の移動の際

に損害が起きたときのための保険料、また湧水トンネル公園料金所職員が勤務の

移動中、また勤務中にけがなどをした際の、人間にかける傷害保険料の２つを計

上いたしたものでございます。 

続きまして、１３節委託料に２１万４,０００円を計上いたしております。こち

らも同じように料金所の直営化に伴いまして、料金所内に常に現金が置いてあり

ます。そちらの警備を行うための新たな警備委託料を２１万４,０００円計上いた
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しております。 

以上です。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

同じく１３ページです。 

６款、１項、９目商工費熊本地震災害対策費、１１需用費修繕料５１万３,００

０円のうち４０万円が生活環境課に関する分です。これは熊本地震より奥阿蘇

キャンプ場に亀裂が入ったため、その修繕料として４０万円を計上させていただ

きました。 

同じく１４ページをお開きください。 

９款、１項、８目教育費熊本地震災害対策費、１１節需用費修繕料６６４万６,

０００円のうち、４０万円が生活環境課関係であります。これは、河原生涯学習

センターの炊飯施設を改修するもので、今回の震災により地元の方々の要望があ

りましたので、４０万円を計上させていただきました。 

同じく１５ページの１８節備品購入費として３４万７,０００円のうち、避難所

であります草部自然学校にストーブ代として１１万円、ガス炊飯器代として９万

円、合わせて２０万円を備品購入費として計上させていただきました。これも地

元の方々の要望がありましたので備品購入費として計上させていただいておりま

す。 

最後になりますが、９款、６項、５社会教育施設費、１１需用費修繕料に１８

万円を計上させていただきました。これは、以前お話しさせていただいておりま

した河原生涯学習センター校舎等及び草部生涯学習センターを貸付けしますので、

それに伴い水道メーターを分岐する必要がありますので、合わせて１８万円を計

上させていただいております。 

以上、御説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（芹口誓彰君） 生活環境課の説明を終わりまして、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

まずは、湧水トンネルの今度料金所は直営ということになりますが、うちの職

員のということになっておりますが、これはどういった職員をあてられますか。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長の津留です。 

料金所の職員につきましては、直営化以前に高森町観光協会のほうが委託しま

して行っておりました。その際に雇い入れておりました４名の料金所職員がおら

れましたので、その４名を引き続き雇用をしております。 

○委員（牛嶋津世志君） 観光協会からか役場がその、役場のほうに籍を移したとい



 － 9 － 

うふうな感じですか。 

○町民支援係長（津留大輔君） 昨年度までは高森町役場の予算の中から、観光協会

に対して賃金を含めた委託料を支出しておりました。 

○委員（牛嶋津世志君） 協会のほうに出しよったのを、今度から直接支払うという

こと。 

○町民支援係長（津留大輔君） はい、そうなります。 

○委員（牛嶋津世志君） 分かりました。 

○町民支援係長（津留大輔君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかに質疑ございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

ゴミ収集の件で予算が上がっておりますけども、広域の未来館の被害状況は生

活環境課で分かっているんですか。 

○生活環境課審議員（田上浩尚君） 審議員 田上です。 

未来館のほうにつきましてはですね、本震時点で大きく破壊されましてですね、

受け入れ等がストップした状態でございます。現在は、大分のほうにまだ持って

いっているかと思います。ちょっと情報が直前の情報は確認しておりませんけれ

ども、大分のほうに、大分市内のほうの施設のほうに持っていっております。今

後、広域の議会等で改修等の大きな予算等が発生してきますので、それを受けて

最終的には元の位置の部分が正常化されるかと思いますので、ちょっともうしば

らくかかるんではないのかということでございます。 

し尿のほうについてもですね、壊れておりましたけれども、そちらのほうにつ

いては、広域のほうの直営とか、そういう部分である程度改善できたということ

で、今は持っていかれる状態だったというふうに連絡が入っております。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。ほかにございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

今災害ごみについて、もう一つですね、震災後に収集する委託料の５００万円

というのは、今収集しているのは、元畜協跡に出しているが他にもあるんですか、

何カ所か集めてある全体の予算ですか、ただそこだけの予算ですか。 

○生活環境課審議員（田上浩尚君） 審議員 田上です。 

これは、この予算につきましては、旧畜協跡だけの予算でございます。かなり

高額になっておりますけれども、これにつきましては、分別のほうがしてない状

態ということになっておりますので、こういうふうに高額になっております。も

う一段、こちらのほうで分別をして、ある程度分別ができればですね、大きく金



 － 1 0 － 

額的なものも変わってくるかと思います。県のほうの指示等につきましても、な

るべく分別のほうをきちっとやったところで、なるべく税金のほうからの持ち出

しを少なくということですので、今後、もう今一旦閉めておりますので、こちら

のほうである程度の分別はさせていただきます。なるべくこれよりもずっと低い

値段になるようにですね、したいと思いますので、一応今現在の状況での見積り

でございますので、これから一旦は分別のほうをさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（牛嶋津世志君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで、討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定をいたしま

した。 

以上で、生活環境課に関連します付託案件につきましては、終了いたしました。

御苦労さまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、委員会を再開いたします。 

本委員会に付託されました総務課関連の議案第４７号、高森町防災会議条例の

一部改正についてを議題といたします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言っていただきたいと

思います。 

それでは、総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐、岩下です。よろしくお願いします。 

高森町防災会議条例の一部を改正する条例でございます。新旧対照表を御覧い

ただいたほうがよろしいかと思います。横向きの新旧対照表を御覧ください。 

人数をですね、４人以内ですとか３人以内ですとかしておりましたけれども、
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やはりそれで定数というか、それ以内にしておりますと、どうしても限られてし

まうということで、今回、その「以内」という数字を外す、削らせていただきま

した。 

また、（８）のところ、第８号のところです。一番下のところに書いてござい

ますけれども、公共的機関の代表者、災害協定締結、傍線の部分ですね、災害協

定締結団体等のうちから町長が指名するものですとか、その災害協定が、今多方

面と協定を結んでおります関係で、その協定締結団体という文言も追加させてい

ただいております。 

あとは、数字です。３人以内ですとか、そのあたりのところを削らせていただ

いております。 

以上、御説明を終わります。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

今回の災害におきまして、防災会議が何回か開催されたと思いますけれども、

今回何回ほど会議されたのか。 

それと、（１）から（４）番までですかね、人数が指定してありましたけれど

も、今回、そういうどのくらいの人数が招集されているのか、参考までにお願い

をしたいと思います。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

この防災会議につきましては、開催をいたしておりません。災害対策本部を４

月１４日の前震に伴いまして設置をいたしまして、現在のところ、災害対策本部

はまだ設置継続中でございます。阿蘇郡内、郡市の状況を申し上げますと、小国

町は５月２３日に災害対策本部自体は解除いたしております。ただ、高森町にお

きましては、隣の南阿蘇村も相当な被害を受けておりますので、それから、ちょ

うどもうすぐに梅雨時期に入るということで、災害対策本部自体は継続して設置

をしている状況です。 

それから、災害対策本部自体は消防団長まで含めた会議というのは正式には２

回しか開いておりませんけれども、逐次部内に部長会議、ほとんど課長会議と同

じ形ですけれども、必要に応じて数回となく開いてきたところです。それから、

実際対応がどうであったかという検証をまず早い段階で２回行いましたけれども、

今階層別ですね、課局長クラス、課長補佐クラス、係長クラス、それから職員ク

ラスということで分けて今検証を行っているところです。それが現状の報告とい

うことになります。 
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以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

なければ、私のほうから１つ、質問したいと思いますけれども。 

第６号の消防長（消防団長）ということでこれまでなっていましたが、これま

では消防長と消防団長、イコールというような考え方でよかったかと思います。

今度は、改正で、消防長及び消防団長というふうに改正がされております。 

またですね、任命する者は、指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命

するものというふうになっていますが、大体どういった人たちを想定されている

のか、消防長及び消防団長というのは。消防団長は分かりますけれども、消防長

は。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

消防長というのは、通常は高森町には、町でいいますと消防長若しくは消防団

長を設置するというのが法令の定めになりますし、ここで申します消防長という

のは広域消防の消防長を指しているところです。ですから、実際には消防長はな

かなか会議に参加されることは難しいこともあるかもしれませんけれども、広域

消防と連携をとりながらですね、防災会議を進めるという内容で今まで、改正前

は、最初言いましたように消防長もしくは消防団長を町としては設置することに

なっておりましたけれども、消防長を明記するということで、連携を強めるとい

う形で考えております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 消防長は広域の消防長という意味であれば、町長が任命す

るということでいいのかな。 

○総務課長（佐藤武文君） これはあくまでも防災会議の委員でございますので、委

員にお願いするということで、御理解をいただきたいと思います。 

○委員（本田生一君） ８番 本田ですが。 

今委員長が質問されておりますことなんですが、今、この旧のやつは指定公共

機関または指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者、６人以内とし

てあるですね、前は、旧は。新しくなるのは、これは指定等で、公共機関または

指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者というところが、今言われ

ている消防長のことですか。 

○総務課長（佐藤武文君） 少しですね、１号と７号は少し似たような文言ですけれ

ども、今まで指定公共機関というのは、それに準ずるような形で、例えばＮＴＴ

であったり、九州電力がこの中に含まれておったと思います。ですから、１号の

指定地方行政機関というのは、例えば振興局とかもこの形で入ってきたところが
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あったと思います。これは、そういうふうに申し上げますと、今度は県知事の部

内とまた被るところがございまして、この委員の区別につきましては、本来もっ

と明確にしておくところが、必要である部分もあったかなというふうには思って

おります。 

それから、今副委員長がお尋ねになった消防長と第７号の地方公共機関という

ことですけれども、これは６号と７号は、まず別でございます。その中には消防

長は含めてはおりません。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。 

○委員（本田生一君） まあ、いいです。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでしたら、質疑を終わります。 

それでは、続いて討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論ないようでございますので、討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第４７号、高森町防災会議条例の一部改正につきましては、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定をいたしま

した。 

次に、議案第４８号、高森町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

高森町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について

御説明を申し上げます。こちらも新旧対照表を御覧いただきたいのと、先ほど事

前にお配りしました高森町消防団組織というのを御覧いただきたいと思います。 

一番下のところですけれども、平成２７年度が３１９人でございました。退団

がその後１２名、そして入団が１４名ということで、３２１名ということになり

ましたものですから、旧の３２０名を上回ったものですから、ここで定員定数を

３３０人ということで御提案を申し上げたところでございました。昨日の提案説

明の際には大変御迷惑をおかけしました。 

以上で御説明を終わります。 
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○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第４８号、高森町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正につきましては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定をいたしま

した。 

続きまして、議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐 岩下です。 

一般会計補正予算の第３号、こちらの説明をさせていただきます。 

ではまず、私のほうから、予算書の５ページをお開きいただきたいと思います。

予算書の５ページで地方債の補正を計上させていただいております。９番の公共

土木施設災害復旧費債でございますが、こちらの限度額６００万円、これは旭Ａ

団地の災害復旧工事１,２００万円に対する、補助金が２分の１ということで、残

りの２分の１を起債で災害復旧債のほうで借り入れたいと思います。６００万円。

これは交付税措置が９５％ということになっております。 

次の、１０番教育施設等災害復旧債、こちらにつきましては、高森中央小学校

の体育館と高森中学校の体育館の改修復旧工事の関係でございまして、補助金が

３分の２ございまして、残りの３分の１をこの災害復旧債で借り入れを行いたい

と思っております。６,５７０万円、こちらも交付税措置は９５％ということで、

ほぼ満額に近い交付税措置がございます。 

ただ、この２点につきましては、補助率のかさ上げというのがかなり期待でき

るというところで、災害の関係等もございますので、補助金が多くなってきた場

合はですね、この起債の借り入れももちろん減ってくるということに、今後変

わっていく可能性がございます。 

限度額につきましては、この６００万円と６,５７０万円で計上させていただい
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たところでございます。 

８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。９ページの一番上でご

ざいます。基金繰入金を計上いたしました。これは財政のほうで計上いたしてお

ります。４,７０４万３,０００円ということで、今回、財源不足に伴う繰入金で

ございますが、当初予算から１号補正、２号補正、３号補正、今回まで合計しま

すと、約３億４,６００万円ですね。約でございますけれども、３億４,６００万

円今年度は基金繰入の予算として計上させていただきました。熊本県ですとかほ

かの市町村では、財政調整基金がもう底をついてというところでございますけれ

ども、本町におきましては２７年度末で約１４億５,０００万円の基金残高がござ

いました。その関係で４億７,０００万円程度であれば、まだ何とか対応できる状

況にあるということを御説明しておきたいと思います。 

続いて、第２０款諸収入のところで、雑入を計上していただきましたが、コ

ミュニティ助成事業、宝くじ関係で、草部地区のものでございます。概要書にも

大きく載せておりますが、宝くじ助成事業で２００万円の歳入を計上させていた

だいております。 

次の、第２１款町債につきましては、先ほど地方債の補正で御説明申し上げま

した起債の借り入れの関係でございます。 

続きまして、歳出に移らせていただきたいと思います。１０ページから１１

ページでございますけれども、一般管理費でまず報酬と旅費、費用弁償関係、非

常勤職員の報酬ということで計上させていただいておりますが、こちらは、今は

住宅係におります甲斐末久さん分を、甲斐末久さんにつきましては、２７年度で

一応再任用の期間が切れるということで、２８年度の予算で人件費を見てなかっ

たというところがございまして、継続して、今度は非常勤職員で４月からまた雇

用するということになったものですから、当初の分の、住宅に来る前の分の総務

費関係で３１万５,０００円という費用弁償を計上させていただいたところです。 

次の、役務費につきましては、これは色見中ノ割と書いてございますけど、新

興住宅地でございます。薫野と中ノ割というか、広域農道沿いでございますけれ

ど、薫野につきましては、既に志田さんという方が、駐在員文書の関係ですね、

そういう回覧板の配布関係をしていただいております。その配布手数料だけは町

が支払わないといけないということで、中ノ割地区、まつ田さんのそば屋さんが

ありますけど、あの辺の周辺一帯でございます。そこで、その１４世帯分を回覧、

文書を回しますということで、そこでまつ田さんのお宅、そば処のまつ田さんの

奥さんに配布をお願いしております。１４世帯分で３万２,０００円を計上させて

いただいたところです。 
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○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

引き続き、一般会計費内の節１９負担金補助及び交付金ということで、社会資

本整備を考える首長の会負担金ということで１万円計上させていただいておりま

す。こちらにつきましては、会長が相馬市の立谷市長、また顧問に国土交通省の

事務次官、今の参議院議員の、佐藤信秋先生を顧問にされている団体でして、全

国で５９自治体の方が入っている会であります。こちらにつきましては目的とし

て、地方自治体の社会資本整備のあり方を研究・検討し、それぞれの所属する自

治体の、地域振興のための政策研究に資することを目的とすることとありますが、

特に今回が熊本地震の復旧・復興、いろんな整備等に関しまして、国の動向であ

るとか、施策の状況等について把握また情報を共有する中でですね、重要な団体

への参画ということで、会費を計上しております。そういったものが、旅費及び

使用料等については現行の予算内で対応したいと思っております。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐 岩下です。 

次の、車両管理費の役務費の４万９,０００円でございますが、地域おこし協力

隊等で車両が増えた関係で４万９,０００円を増額させていただきました。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

目２２総務費、５熊本地震災害対策費の中で、節８報償費及び節９旅費を上げ

ております。報償費につきましては４０万円、旅費につきましては２０万円とい

うことで、こちらにつきましては仮称になりますが、高森町復興支援アドバイ

ザーということで、過去の震災等を受けられた自治体の首長さんであるとか、Ｎ

ＰＯ団体等の代表者の方であるとかに、今回の熊本地震からの復興に関する各事

業の実施に関しまして、経験則を踏まえた具体的な的確な支援とか対応策につい

て、効果の高い見識を有する方の御意見等を講演会等でいただいて、情報を共有

し、迅速かつ有効な復興事業を町として推進するための費用として報償費と旅費

を計上しております。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務課長補佐 岩下です。 

次のページ、そのままその下に移りまして、次のページに移りますが、参議院

議員通常選挙費でございます。報酬で、期日前投票管理者と期日前投票の立会人

をまず増額いたしております。これにつきましては、本来６月２３日を告示日で

予定しておりましたが、ちょうどその日が沖縄慰霊の日と重なるということで、

国のほうで告示日が１日前倒しになりました関係で、期日前投票の期間が通常１

６日のところを１７日に１日延びました関係で増額をさせていただきました。 
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職員手当については、開票事務の時間等若干ちょっと無理がある可能性がある

ということで、開票時間を１時間ちょっと延長させていただいたという見積りを

し直したところ、３６万６,０００円の増額をさせていただいたところです。 

１３ページの一番下のところで、土木費の住宅管理で、また非常勤職員報酬と

いうことで、先ほど申しました甲斐末久さんの分がこちらで残りの分を計上させ

ていただいたところでございます。 

次の１４ページをお開きいただきたいと思います。防災管理費で、給料を増額

いたしておりますが、これは、防災監、 田さんは防災監でございますけれども、

こちらの職員手当の関係、こちらの再計算をさせていただいたところで、職員手

当の減額と給料の増額ということが発生いたしました。 

次の２００万円、負担金補助及び交付金につきましては、草部南部地区の自主

防災組織連絡協議会への助成金ということで、コミュニティ助成事業で２００万

円を増額したところでございます。 

次の、消防費熊本地震対策費の報酬等ですね。報酬、職員手当等、それから賃

金、これにつきましては、熊本地震の発生から、１４日の前震以降、５月のゴー

ルデンウィーク近くまで、その間の職員の時間外勤務関係でございます。ただ、

まず報酬で計上しておりますのは、非常勤職員については職員手当で支払うのは

適当ではないということで、その分、勤務していただいた時間を単価で計算させ

ていただいて、その方々の分は報酬というところでお支払いをさせていただくと

いうところで計上させていただいています。 

７節賃金につきましても、臨時職員さんで時間外で対応していただいた方につ

きましても、賃金という形で、これでそれぞれの支払う目的というか性質という

か、その正しい性質のところで支払いをしたいというところで、こういうふうに

計上させていただいたところです。 

○総務課長（佐藤武文君） 佐藤です。 

１４の使用料及び賃借料につきましてですが、７万円、これは第２号で計上い

たしました防災関係の無線機の使用料が発生いたしますので、その分を今回計上

させていただいております。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） すみません、失礼しました、岩下です。 

次の、１９節負担金補助及び交付金につきましては、高森町社会福祉協議会の

ほうで地震対応で勤務していただいた、こちらも時間外勤務ということで勤務し

ていただいた分について細かく勤務時間等を出していただきまして、町の職員と

同じ単価で計算を積み上げさせていただいたところ、３０万円ということで発生

いたしました。これも、やはり本来の性質である社協への助成金という形で支払
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いをさせていただいた上で、社協のほうでその後時間外手当で対応させていただ

くという処理をさせていただきたいと思っております。 

次、１６ページ、１７ページをお願いしたいと思います。１６ページで、最後

に予備費を追加で３００万円計上させていただきます。若干予備費も少しずつ

使って、充用して減っていく関係で、今回３００万円を予備費で追加をさせてい

ただいたところです。 

最後になりますが、補正予算給与費明細書の補正ということで、つけさせてい

ただいておりますが、今回の地震の関係の分で、超過勤務手当と管理職特別手当、

ここの補正をさせていただくということです。 

以上で、御説明を終わりたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で、総務課の説明が終わりました。これから質疑を行

います。質疑ございませんか。質疑ないですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないようでございますので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで、討論を終わります。 

これから本案につきまして採決いたします。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は可決すべきものと決定をいたしま

した。 

以上で、総務課に関連する付託案件につきましては、終了いたしました。総務

課の皆さん御苦労さんでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第２、ただいまから、所管事務の閉会中の継続調査に

ついて審議いたします。 

閉会中の継続調査につきましては、１、行財政の運営に関する事項、２、地域

振興に関する事項、３、町有財産の管理に関する事項、４、環境衛生に関する事

項、５、町税に関する事項、６、防災に関する事項、７、地籍調査に関する事項、

８、商工の振興に関する事項、９、観光の振興に関する事項、以上、９事項を閉

会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。これで、総務常任委員会を閉会

いたします。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時３５分 
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平成２８年第２回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２８年６月１５日 

 

開会 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 定足数に達しましたので、文教厚生常任委員会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

それでは、住民福祉課関連の議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正

予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される場合に、所属と氏名を言って発言してく

ださい。 

住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 住民福祉課 安藤でございます。 

今回の補正の中身につきまして、担当のほうから御説明を申し上げますので、

どうぞよろしくお願いします。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係長 眞原です。 

予算書の１１ページのほうをお開きください。３款、１項、１目社会福祉総務

費の委託料でございますけれども、災害時の要援護者台帳管理システムの保守委

託料のほうを計上させております。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

６目の高森東保育園費につきまして御説明を申し上げます。先日の本会議の折

にも御説明申し上げましたけれども、まず旅費、費用弁償ですけれども、５万１,

０００円、これにつきましては、当初は臨時職員で予定しておりましたけれども、

非常勤というふうに１年間通して雇用する関係上、通勤手当を支払う必要がござ

いますので、その分の５万１,０００円でございます。 

それから委託料、タクシーの添乗員委託、マイナス１８０万円、関連しまして、

使用料及び賃借料の送迎用タクシーの借上料、マイナス８３５万２,０００円、こ

れにつきましては、後ほど資料をお持ちしまして詳しく御説明をさせていただき

たいと思います。 

それから、１８備品購入費でございますけれども、東保育園は設園当初から、
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エアコンが給食室にございませんので、エアコンを取り付けさせていただきたい

ということで、１５万６,０００円を計上させていただいております。 

続きまして、７の子育て支援対策費でございますが、これにつきましても、昨

日御質問がございましたが、３年間、子育て支援センターのセンター長でありま

す廣木さんの給与分を３年間の期限付の職員という扱いでございましたけれども、

３年間が終わりまして、今年から本来は、昨日総務課長が説明しましたとおり、

非常勤職員として任用すべきでしたので、予算の組み替えということで報酬費を

３３５万８,０００円、給与と職員手当につきましては減額で２４８万２,０００

円と手当が８７万６,０００円の減額ということで補正をお願いいたしたいと思い

ます。それと給与に係ります共済費につきましては１万８,０００円の増額、それ

とセンターの旅費関係を費用弁償でございます、これは非常勤の職員、１名おり

ますが、通勤距離が２キロを超えますもので、それで６月以降の費用弁償として

通勤手当を２万２,０００円お願いしたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 課長補佐の高崎です。 

１２ページのほうをお開けください。 

３款、３項、２目民生費熊本地震災害救助費の報告、御説明を申し上げます。

こちらにおきまして、高森町災害弔慰金を前回の議会におきまして２５０万円ほ

ど、弔慰金ということで補正させていただいたんですけど、それにつきまして、

支給するかせんかという部分で、審査会を開けというふうにですね、県のほうと

かから指導がありまして、審査会を開くに当たって、このメンバーとして推薦し

て県が言うのが、医師を２、３名ほど、あと弁護士を２名ほど、あと町職員とか

で審査会を開催して、それで支給するかどうかを審査をしなければならないとい

うことで取り決めが、今回の地震におきましてなりましたので、これについての

費用として、報酬費２０万円、あと旅費を５万円ほどこちらで計上させていただ

いております。 

以上です。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

ただいまお配り申し上げました、先ほど東保育園の送迎用のタクシーの制度の

廃止につきまして御説明を申し上げたいと思います。２枚の資料をお配りしてい

ます。 

まず、これは年度の今までの経費を書いたものでございます、１枚目の資料は。

２３年度が送迎費の合計が６０９万２,２８０円、この際に、この年度で利用した

子どもたちですが、１２名、１１戸。それから２４年度、６７２万３,８１８円、
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９名、８戸。２５年度が６１３万７,５７０円、６名、５戸です。２６年度３５６

万２,０００円、３名、３戸。２７年度６９０万３,５００円、４.５とありますが、

途中で退園した子どもが半年ぐらいで退園していますので、一応４.５ということ

で出しております。一番右端が１戸の家庭にかかった費用ということで出させて

いただいております。 

それから、２８年度の予算でございます。今回減額分ですけれども１,０１５万

２,０００円、予定としまして５名、４戸ということで、１戸当たりの負担額が２

５３万８,０００円ということで、今回保護者のほうに説明をいたしました。取り

やめといいますか、制度自体が保護者の全域の方には、当初はですね、各地区を

回りまして、それも２枚目には書いておりますけども、１時間半ほどかけてです

ね、回っていた関係上、草部が２年か３年ですか、遅れて登校しております。そ

れ以降につきましては、２台のタクシーで送迎ということでしたが、先ほど表で

示しましたとおり経費がかなりかかっておりますし、一番は、経費がかかってい

るばかりじゃなくてですね、利用したくても利用できなかった家庭、利用できな

い家庭があるということで、それはなぜかと申しますと、こちらから迎えに行く

時間帯が、勤めがある家庭についてはそのタクシーに乗せられんというところも

ございまして、その点も考えまして、このタクシーの送迎の恩恵を受ける家庭が、

金額を見てもそうですけども、町の負担もかなりありますし、この際保護者にお

願いをして、今までの制度を廃止させていただきたいということで、３月１０日

に保育園のほうで、保育園の保護者と２８年度入園する予定の保護者にもお集ま

りいただきまして説明をいたしました。その席で一応御理解はいただきまして廃

止をすると。 

それから、今までタクシー会社のほうにも説明をしなくちゃいかんところであ

ります。私どもは、町長のほうからも言われまして、特につるタクシーさんにつ

きましては、もうこれがなくなるとやっぱり経営面でも負担がかかりますので、

どうにかしたいということでですね、何らかの形を維持したいということで、私

も今東小中の送迎をくさむらタクシーが今請けておりますので、その運転手さん

にもですね、野尻さんを雇用していただけないかということでお願いにもまいり

まして、よかろうということでお話をいただきましたので、野尻さんのほうにも

お話をしまして、野尻さんにも会社にも行っていただきましたんですけれども、

これにつきましては、野尻さんのほうがお断りをされたもので、それの話はそこ

までは私のほうではできませんでしたけれども、一応、あとの生活もございます

ので、そういうことはやりました。 

それから、もう１名の方がですね、後藤さんと、何年も添乗員として働いてい
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ただいておりますけれども、この方にも３月１５日、保育園でお話ししましたと

ころ、自宅のほうでトマトを作っているということで、母親とかも高齢ですので、

「私は心配ありません」というような言葉をいただきましたので、一応御理解は

いただいたというふうに、そういうことで話を、廃止ということで、今回は約１,

０００万円の減額をお願いするということでございます。 

御質問はあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（立山広滋君） はい、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（佐伯金也君） はい、佐伯です。 

今、１１ページの、昨日後藤議員のほうから質問のあった子育て支援対策費の

中の報酬と給料の問題、センター長については３年間の期限付が２７年度で切れ

たわけですね。今年度からは非常勤扱いということで一応報酬になっております

けれども、将来的にはどういうふうなつもりでおるわけですか。非常勤でそのま

ま継続でずっと５年も１０年もいくつもりじゃなかろうけん。そのあたりが今回

非常勤に切り替えたということは、そのまままたずっと非常勤でそのまま、ここ

のセンター長は非常勤対応という形になっていくわけだろうか。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

佐伯委員さんの御質問にお答えしますが、現時点ではですね、今年から非常勤

職員として変えてはおりますけれども、いつまで非常勤なのかということにつき

ましては、まだ検討といいますか、話はできておりません。それに非常勤、保育

士があと２名ですかね。今年は３名、全員非常勤ということで動き始めておりま

すが、当然、年度末までには、年度末といいますか、ある程度の早い時期にはで

すね、どういう処遇をするかということは当然考えていかなくちゃならないもの

だと思っております。 

以上でございます。 

○委員（佐伯金也君） 子育て支援対策費に、これで出たからついでに聞きますが、

２７年度の利用者数ね、今度２８年度たい、予定、どの程度、もう実績に入って

いるわけですね、もう４月からだけん。４月からだから、もう入っておりますね。

今現在、何名の利用があっているのか。 

それとあと一つ、東保育園のやつ、これはもともと無理があったわけですよね。

小学校、中学校については義務教育課程ですから、通学困難者に対しての対応と

いうのは、その自治体がちゃんと責任持ってやっていく義務があると思うんです

が、保育園については、色見保育園にしても高森保育園にしても、それぞれ親御

さんが送り迎えをされとるわけですよ。ですから、そこまで、今課長の説明はか

なり気を使っておられたようなんだけれども、私はそこまで気を使われなくても
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結構ではなかったのかなと思います。ただ、やっぱり今まである制度を切り替え

るわけだから、ある程度の満足のいく説明をせにゃんだったと思いますけれども

ね。さしずめ、今後についてはもうこれは廃止ですから、今から先、いかなる要

求があってもこういうふうな、またタクシーを使うというようなことは、なるべ

くもう控えていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

で、その子育て支援のほうの現在、４月から現在までぐらい、大体何名ぐらい

使っておられるのか。よければ、参考のために。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

佐伯委員さんの御質問、ちょっとですね、資料を取りにいっております。子育

て支援センターの利用者数につきましては、ちょっとお待ちいただきたいと思い

ます。 

それから、東保育園の送迎の制度につきましては、もう今後はこういうことは

行わないといいますか、こういうことをやっているところ自体がないのじゃない

のかという話でございます。保護者が送迎はやると、やっているのが当たり前と

いいますかですね。確かに教育委員会のほうにも、以前からの交通体系関係で以

前もそういう保育園の子どもを乗せられないかという検討は何度かやっておられ

ますけれども、その都度ちょっと無理だということでですね、今回も教育委員会

のほうに一応お話をしましたけれども、やはり無理だということで断られました

し、私たちもできれば保護者の負担が少なければということでですね、一応そこ

まではやったんですけれども、どうしても無理でございましたし、余りにも、そ

こ数件の家庭に対してですね、平均額にしましてもちょっと桁が違いはせんかな

と思うぐらいの負担を今までしておりましたので、その件はどうしても御理解い

ただくよりほかなかった。まあ、代わりにというわけではないんですけれども、

今の子育て支援ということで、いろいろな制度ができておりますので、送迎につ

いて補てんはできなかったですけど、検討もしましたけれども、今現在が保育料

にしましてももう２人目が半額、３人目以降は無料でございますし、町立保育園

の今国からの補助金につきましても、交付税に参入するということで、実際は明

らかにどれだけ来ているということも分かりませんし、経費も莫大なものがか

かっておりますので、今回はもう廃止だけということで扱わせていただいたとい

うことでございます。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。 

今、佐伯委員、先ほどからも、今御説明があっておりますが、これは制度を廃

止するに至る経緯、これは最後に書いてあるじゃないですか。それの２番目に、
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今後保護者と話し合われて、すべての子どもたちにかかわる内容であれば、また

予算化というようなことが書いてあります。これはどういう意味ですか。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

これはですね、１枚目の下から２行目にも同じようなことが書いてございます。

東保育園に限らずですね、色見保育園もできるといいますか、考えられるのは、

個別の家庭じゃなくて全体の子どもにメリットがあるようなことを要望があれば

ということでですね。色見保育園のほうにはまだそういう話はしておりませんで

したけども、制度を廃止するときに東保育園のほうでいたしました。東保育園の

保護者から何名かは要望が上がってきましたけれども、まあそれは全員の子ども

さんにメリットがあるようなお話じゃなかったもので、予算化はしておりません。

予算化を考えたのは、先ほど申し上げましたとき、保育園の送迎をする保護者に

対して燃料代といいますか、まあ役場職員の通勤手当を基本に考えたらと思った

んですけれども、ある程度予算も金も要りますが、それも考えましたけれども、

しかしながら保育料が今安くなっているとか、いろいろ経費が、子育て支援の分

でほかに予算がございます。 

２枚目ですが、説明会の時も言いましたけれども、保育料の無料化、それから

出産祝い金も今町は出しよります。第１子が５万円、第２子１０万円、第３子以

降は２０万円の支給もしておりますので、今回は保護者、東保育園の送迎は取り

やめということだけで終わりました。終わりたいと思っております。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（本田生一君） はい、いいです。 

○住民福祉課長補佐（髙崎康誌君） 子育て支援センターの利用者数ですけど、日に

大体平均１０組から１５組の利用で、月でいきますと１２０組程度の利用があっ

ています。 

ちなみに、今回の震災の影響もありまして、若干、今までより少し利用者が多

いというふうに、そういう感じがあるそうです。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（佐伯金也君） はい。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかに。 

○委員（興梠壽一君） 東保育園の送迎についてですが、この件についてですね、私

が平成２３年に一般質問した経緯がございます。当時、そのときにもうスクール

バスは利用できないかなということで質問した覚えがあります。そのときは、文

部科学省と厚生省と全然お金の出所が違うということと、また、スクールバスで

送迎するということになれば、バスの中にチャイルドシートをすべて子どもが乗
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るしこ、席にチャイルドシートを設けなければならないということで、安全性の

面から利用できないような感じであったと思います。その分を何回かそのお話が

あったようにですね、スクールバス利用については話をしてきている経緯がござ

いますけれども、何とかスクールバスができる方向で、今後もやっぱり進めてい

ただくならばと思います。 

現状では、今スクールバスが１４名ですか、子どもが乗れる座席が。乗れるよ

うになっても座席が足りませんので、今は利用できないということですから。何

とかですね、利用できる方向でお願いを、再度交渉を続けていただきたいと思い

ます。 

それと、一つ疑問なんですが、２７年度のタクシー会社の料金５３０万だった

のが、２８年では８３０万、さらに何か３００万円ほど増額になっとるとばって

ん、これは何か原因があるとだろうかな。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

２６年度から２７年度増額分ですか。 

○委員（興梠壽一君） いや、２７年度がタクシー代金が合計で５３０万円かな。２

８年は予算で８３５万円。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） これにつきましては、タクシー会社の見積りのです

ね、例年保育園のほうが取っておりまして、保育園に出てきた見積額が増額され

ていた関係でですね、５３７万３,０００円が８３５万２,０００円ということで、

見積りが出てきた分で一応予算は上げております。 

○委員（興梠壽一君） はい、興梠です。 

これ８３５万円全額を減額になっとるとですか。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） そうです。 

○委員（興梠壽一君） これは、４、５、６、３カ月分はどんなふうだったんですか。 

○委員（佐伯金也君） ４月から行っとらんわけだろう。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

３月１０日に説明しまして、新年度からは取りやめたいということで説明して

おります。タクシー会社の希望として、単価がかなり上がってきた上での８３５

万２,０００円です。 

○委員（興梠壽一君） タクシーはもう全然動きよらんとだったろう、４月から。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） はい、動いてない。 

○委員（佐伯金也君） いいですか。もともとね、このタクシーでの送迎というのは、

草部北部保育園、河原保育園、あればまとめてから東保育園にするときに、やっ

ぱりいろいろと要望が上がってね、それからまずはそういう形で一応ということ
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で、それを継続してきたものなんですが、これを色見保育園とか高森保育園あた

りの保護者に聞こえたなら、恐らく大変な問題になっとったんよ、これは。でも、

一応保育園統合させたときにそういう形で利便性を考えてしたものだから、通常

義務教育ならね、スクールバスでせにゃいかんけれども、そこあたりはね、やっ

ぱり東保育園の保護者の皆さん方には御理解をしていただかんと、今課長が言わ

れたとおり、要するに、町立の全保育園の保護者の皆さんたち、そして全児童た

ちが、やっぱり乳児も含んで全部に関係することであるならば予算化、平等にす

ることであるなら予算化なんだけれども、やはりそのあたりは、先ほど２枚目に

書いてあったとおり、課長が書いてあったとおりの、やっぱりそれですべての子

どもたちは色見保育園も含むすべての子どもたちにということの考え方で今後

やっていただいたほうが、一番いいんじゃないかなと思います。 

職業柄、東保育園の保護者さんたちも高森のほうで勤めておられる方たちは、

実際高森の保育園に預けておられる方たちもいらっしゃるわけね、仕事の都合で。

だけんやっぱりそういうふうにして、親は親で、やっぱり工夫をしてもらわない

と大変だと思いますので、そこあたりは、そういうふうなこの様な書き方を遵守

していただくというようなことでよろしくお願いしときます。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

ちょっと経緯はようは分からんですけど、高森町は送迎バスは自分ところで

持ってますよね。そこらあたりは参考に今までされたことがあるのかが一つと、

南阿蘇村は、村側が送迎をやっておると、保育園には。そこあたりは参考また確

認されたことはありますか。タクシーを使用する前に。そこあたり、ちょっと確

認したいです。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） はい、安藤です。 

牛嶋委員さんの御質問は、高森町、幼稚園は専用バスが、私たちのほうは上色

見、洗川まで行っていますけれども、それについてはですね、あれが２０人ぐら

い乗るとですかね。乗らんかもしれないです。あれは、専用のバスで一番前にで

すね、保育士さんが座って後ろの子どもたちを見るような座り方をしてですね、

その専用のバスだそうです。そすと、バスを使っている保護者については、月々

の負担金をいただいていますということで、金額については私どもは調べていま

せんけれども、そういう対応をしております。 

それから、南阿蘇村の送迎は、高森幼稚園がやっておられるような、同じよう

な形ではないかと思います。長陽あたりは、また今回は保育園の統合とかやって

おられますので、当然その節には、うちが１０年前ですか、前やったような似た
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ような感じですけれども、専用のバスを購入されてやっておられると思います。 

それから、検討自体がもう、うちは制度的にちょっと無理があるということで

ですね、今回はもう保護者方に基本に帰っていただいて送迎をやっていただくと

いうことをお願いしました。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

以前にそういう制度の確認をしたことあるのか、なかったのか。タクシーに出

す前に、スクールバスを作った時点で、保育園の送迎バスを、一緒に何でせん

だったかなというのをちょっと確認したいんです。予算的なものか、全然話が外

に出なかったのか。そして、そこで安藤君が分からんなら、今度また教えていた

だきたい。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 申し訳ないです。ちょっとそのあたりは、存じてお

りません。 

○委員（佐伯金也君） １５、６年前の話だもんね。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） １０年ですかね、高森東保育園ができたつは。 

○委員（佐伯金也君） できたつは何年前かい。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） ですから、平成１６年になります。 

○委員（佐伯金也君） 平成１６年ね。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） はい。その辺の経緯は調べておきます。また次期御

報告したいと思います。 

○委員長（立山広滋君） はい、ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから、本案について採決します。議案第４９号、平成２８年度高森町一般

会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、本委員会に付託されました、健康推進課関連の
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議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを審議させていた

だきます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言してくだ

さい。 

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 阿南です。 

１２ページの歳出だけになります。担当の野中係長に説明させます。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係、野中です。 

１２ページ、４款、１項、１目の保健衛生総務費、これに嘱託保健師報酬２名

分を計上しております。これは当初予算で国の補助金から歳入だけ繰り込んでい

て、歳出を入れ忘れていたことで、ちょっと追加したものです。 

それから、２目の予防費、これは２８年度より予防接種を広域化ということで、

県内どこでも、医師会との契約医療機関で、予防接種を受けると自己負担のみで

接種できるというものなんですけども、それに、２８年度から加入したために扶

助費を全部削除していましたが、震災の影響で県外での接種だとか、肺炎球菌に

おきましては県医師会の広域化事業に参加していない医療機関もありましたので、

扶助費として一部計上したものです。 

以上、説明を終わります。 

○健康推進課長（阿南一也君） 阿南です。 

今回の一般会計の予算につきましては、以上です。 

特会については、今回これは６月については議案にはありませんので、以上の

報告となります。 

○委員長（立山広滋君） はい、それでは質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 
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お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは、本委員会に付託されました、教育委員会事務局

関連の議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題とし

ます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。 

それでは、教育委員会事務局の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会事務局長の阿部です。 

それでは、議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につきまして、

各担当係長より説明を申し上げます。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係長の住吉です。 

まず、歳入のほうから御説明したいと思います。予算書資料の歳入について、

８ページをお開きください。１０目の災害復旧費国庫補助金の中で、第２節教育

費災害復旧費補助金、国庫負担金ですが、これは、今回の熊本地震に伴います高

森中央小学校体育館災害復旧費と、高森中学校体育館災害復旧費の国庫補助金分

の負担金を上げさせていただいております。補助率は３分の２の補助率となって

おります。金額につきましては、後で歳出でも御説明いたしますが、高森中央小

学校体育館災害復旧費の事業費が７,６９１万１,１２０円の３分の２で５,１２７

万４,０８０円となっております。中学校のほうが事業費は１億２,０２５万８,０

００円の３分の２ということで、８,０１７万２,０００円となっております。 

続きまして、９目の教育費国庫補助金の８節理科教育設備事業費等補助金の９

万１,０００円ですけれども、これはですね、東中学校に薬品庫を導入するための

補助金で、事業費が１８万２,０００円の半分で、９万１,０００円の補助となっ

ております。 

続きまして９ページになりますが、１０目の災害復旧債の中で２節の教育費災

害復旧費債ですが、これは財政のほうで３分の２補助、残りの３分１のほうを、

災害復旧債のほうで充てるということで、財政のほうから上げさせていただいて

おります。歳入については以上です。 

続きまして歳出になります。１４ページをお開きください。２目の事務局費、

１２節の需用費です。修繕料ですが、これにつきましては、スクールバスのエ

アーサス不良に伴う修繕となっております。 

続きまして、８目地震対策費ですけれども、第７節賃金、教職員住宅清掃作業

賃金１０万３,６８０円ですが、今回の地震で交通網が遮断されまして、市内から
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の先生たちの通勤が困難となっております。現在、東中の教職員住宅の２棟が空

いておりますが、臨時的に宿舎をということで、清掃賃金といたしまして金額を

上げさせていただいております。 

続きまして１１節、需用費の中の修繕料となっておりますが、これにつきまし

ては、学校教育、社会教育、学校給食、生活環境課のすべての金額を含んでの予

算となっております。学校教育の中の分だけ説明させていただきます。先ほど説

明いたしました教職員住宅の２棟分の修繕費７５万円を上げさせていただいてお

ります。あと、中学校、小学校の洋式のトイレのウォシュレットに伴う修繕工事

費等上げさせていただいております。高森中学校１６個、東中学校は４個、高森

中央小１１個、東小学校２個、合計、中学校で２０個で２０４万円、小学校１３

個、１３２万６,０００円を計上させていただいております。 

続きまして、１５ページをお開きください。１８節備品購入費ですが、地震に

よりまして教育長のところの液晶テレビと東小学校のテレビが破損いたしました

ことによる備品購入費です。 

学校教育からは以上です。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 続きまして、教育委員会次長の後藤でござ

います。 

社会教育関係につきまして御説明を申し上げます。歳出の１４ページをお開き

いただきます。 

９款教育費の８目教育費熊本地震災害対策費でございます。先ほどの住吉係長

の部分と、その下の段になります。まず賃金におきましては、町民グラウンドの

整備の人夫賃、これと同じように消耗品と使用料も、この町民グラウンド関係が

一括して計上しております。といいますのは、先だって地震の際に自衛隊さんが

あそこに控えるところを提供してくださいということで、あそこで控えていただ

きました。その際、当然雨がかなり降っていましたのでグラウンド状態が非常に

悪くなっております。それに関わりますところの整備費等でございます。そこの

人夫賃であります。それと消耗品につきましては、それ用の山砂ですね、山砂代

です。それと、そのグラウンド整備につきましての機械のリース代、そこまでを

一括で見ております。賃金の部分と需用費の部分、需用費の消耗品の部分です。

それと１４節の機械のリース料、その３つとなります。 

続きまして、１８の備品購入費のところに避難所用というのが書いてあります

けれども、これにつきましては生活環境課のほうで説明がございます。 

続きまして、１５ページの文化財保護及び文化振興費でございますけれども、

これにつきましては、財政上の昨年度の分が還付になったところで、財政の組み
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替えというだけで、財政のほうがこれは計上しております。それともう一つ、そ

の下の社会教育施設費になりますけれども、これにつきましても、生活環境課の

ほうから上げられている予算でございます。 

すみません、もう一つ、１４ページにもう一つ漏れておりましたので、申し訳

ございません。９・１・８です。教育費の８の地震災害対策費の中の修繕料でご

ざいますけれども、需用費の修繕料の中に文化財の修復修繕料ということで、こ

れは５０万円がこの中に入っております。それともう一つ、町民体育館の修繕料

としまして１００万円がこの中に含まれております。 

社会教育関係につきましては以上でございます。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係の中川です。よろしくお願いします。 

補正予算書の歳出の１４ページをお開きください。第９款教育費、第１項教育

総務費、第８目教育費熊本地震災害対策費について説明します。 

第１１節の需用費の修繕料の一部となりますが、学校給食係としては６３万円

予算を計上しております。主な内訳についてそれぞれ説明します。まず初めに中

央小調理場における給湯ボイラー給水系修繕工事に２４万７３２円予算計上して

おります。これは、地震により断水が発生しまして、その後断水が復旧した際、

水道管内のサビ等が給水管のストレーナーに詰まり、水漏れの原因となって交換

が必要になったため改修を行います。 

続きまして、東中における浄化槽漏水修繕工事費に３８万８,８００円予算計上

しております。これも地震により浄化槽が破損し漏水が発生したため改修を行い

ます。 

以上が、学校給食係からの説明となります。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長の阿部です。 

先ほど、ウォシュレット関係で学校ごとに台数を言いましたが、ちょっと間

違っていましたので、再度申し上げます。中央小学校に１６台、東小学校に４台、

それから高森中学校に１１台、東中学校に２台、合計で３３台でございます。よ

ろしくお願いします。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。ありませ

んか。ありませんね。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、１番 牛嶋です。 

体育館の修繕の件ですが、小学校、中学校も、かなりの金額になっていますが、

内容をちょっとお願いします。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 事務局長 阿部です。 
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内容説明ということになりますと、高森中央小学校、高森中学校それぞれ天井

のパネルの落下の恐れがあるということで、今回の予算の計上をいたしておりま

す。設計につきましては、第２回の補正予算のほうで設計費につきましては詳し

くいただいていますので、これはあくまでも概算の予算の計上をいたしておりま

す。中央小学校につきましても、パネルが一応、パネルからほこりとかかなり出

ておりましたので、５月１日、２日の日に文科省から専門官がお見えになって現

場等を視察になっております。そのときに、現場を復旧する場合には、あれを

取ってから何もない鉄骨がむき出しですね。それで吹き付けするような感じで復

旧工事を行ったがいいんではないんでしょうかとお話があっています。 

中学校につきましても、パネルが設置してあります。パネルと同時に、鉄の金

網が設置してありますので、それを全部取り外して、そこについても、鉄骨が見

えるような感じで、何も置かない、吹き付けみたいな感じでですね、復旧改良工

事を行ったほうがいいんじゃないかということで話しがありましたので、それに

従って、そういう設計も現在頼んでいるところでございます。設計につきまして

は、一応８月の下旬をめどに終わる予定ですので、工事については９月以降にな

ると思います。よろしくお願いいたします。 

○委員（本田生一君） ８番、本田です。 

今のに関連しますけれども、工事金額につきましては別に専門家じゃございま

せんので分かりませんが、今小学校の体育館も中学校の体育館も、今、小学校の

体育館は全然使えないわけでしょう、地震で。中学校は今使ってないでしょう。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

中学校の体育館につきましては、金網等があってですね、相当危険性がありま

すので現在使用禁止の措置をとっております。高森中央小学校につきましては、

パネル自体がそんなに重くないような素材で張り付けをしてありますので、一部

危険なところについては体育館のほうにコーンを置いて、そこには入らないよう

にということで、中については使用できるような措置をとっております。８月以

降についてはもう工事が始まりますので、それ以降についてはですね、ちょっと

使用ができないというふうに考えています。 

それから、高森中学校の体育館が今全面的に使用できませんので、高森高校の

体育館のほうを、県教委と連絡をとりまして、使用させていただきたいというこ

とで一応申請いたしまして、今月の初めに「使用してもいいですよ」ということ

で許可をいただいていますので、教育課程についてはもう高校の体育館を使用し

て高森中学校は行っているという状況でございます。 

以上です。 
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○委員（本田生一君） 分かりました。早くそうやってですね、早く復興、体育館整

備して、子どもたちに迷惑のかからないようによろしくお願いしておきます。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、教育委員会事務局に関する付託案件については終了いたしました。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 

閉会中の継続調査については、１．社会福祉と健康に関する事項、２．健康保

険税に関する事項、３．保育園に関する事項、４．学校教育及び社会教育の振興

に関する事項、以上、４項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会を閉会します。 

お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時１０分 
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平成２８年第２回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２８年６月１６日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。 

定足数に達しましたので、建設経済常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、本委員会に付託されました案件について審議い

たします。 

まず、農林政策課関連の議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算

についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

今回御提案いたしました補正予算につきまして、担当の係長より説明をいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 改めましておはようございます。６月１日で農林振

興係長になりました植田です。今後ともよろしくお願いします。 

それでは、補正第３号、一般会計補正予算の歳出についての御説明をさせてい

ただきます。 

農林水産業費、農業費、農林水産業費熊本地震災害対策費、負担金補助及び交

付金として、高森町公共的施設整備事業を２件、合計の７５万円計上させていた

だいております。これにつきましては、大字芹口及び大字草部のほうで災害が２

件発生しておりまして、いわゆる５割事業でこの２カ所を補修、農道のうちの補

修を行うということで計上しております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないようですので、続いて討論を行います。討論はあ

りませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、農林政策課に関する付託案件については終了いたしましたが、せっか

くおいでですので、私のほうから、事前に今までのことについてですね、多少な

りとも説明をしてくれというお願いをしておりましたので、その報告をしていた

だきたいと思います。 

まず、前の常任委員会でですね、上津留地区の箱罠、これが現在どういうふう

になっているのか。それから、今後どう考えておられるのか。 

それから、もう一つはですね、色見・上色見地区でクラウド事業をされており

ますが、その状況は今どうであるのかということについて説明をというお願いを

しておりましたので、まずそちらのほうの報告をしていただきたいと思います。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 委員長、資料をお配りしてよろしいですか。 

○委員長（後藤三治君） はい、どうぞお願いします。 

［資料配付］ 

○農林振興係長（植田雄亮君） それでは、農林振興係の植田です。 

まず、上津留地区の大型囲い罠のほうについて、御説明したいと思います。１

枚紙のペーパーを見ていただきますと、２４年度から開始になって前年度までで

実績としましてイノシシが１０頭、シカが３８頭、合計で４８頭となっておりま

す。２８年度、本年度についてはまだ今のところ捕れたという報告はあっており

ません。費用のほうにつきましても、メンテナンス料込みで大体２７年度が４０

万円弱、３７万７,２８０円かかっております。これは餌づけ代２８年度支出して

おりますのが、ポップコーンなりいろいろ置いて、芋なりを置いて餌づけを行っ

ておりますので、そういった経費になっておりますけれども、農林政策課の今後

の見通しとしましては、費用対効果がなかなか見込めていないということで、一

応２８年度、今年度いっぱいで大型囲い罠については撤去を行おうかと、もう管

理委託をやめようというふうな進め方で今いっております。猟友隊に入ってい

らっしゃる方たちでですね、基本的に農業者の方が多いので、農繁期につきまし

ては難しいですけれども、猟期に入って農閑期になりますと、皆様方ですね、も

う自分たちで括り罠だったりとかで捕られております。それは御存じのとおり条

例に基づいてしっかり支出をさせていただいておりますので、これにつきまして
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は、それとあわせたところでもなかなか費用対効果は見込めていないのかなとい

うようなことですので、ちょっと厳しいのかなというふうに思っています。メン

テナンスも大分かかりますし、ただ、その罠は町の持ち物になっておりますので、

それの今後の使途については、今後協議が必要かなというふうに思っております。 

大型囲い罠については以上です。報告を終わります。 

○委員長（後藤三治君） それでは、上津留地区の大型囲い罠について、今説明があ

りましたが、一つずつ行きたいと思いますので、何か質問がある方があればお出

しいただきたいと思います。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） はい。それなら、この点につきましては、今の説明のとお

りということで、来年度からは一応撤去したいという。ただ、箱罠自体について

は町の所有だから、そのままにするわけにはいけないということで、今後検討し

ていきたいということでございますので、そのときにはまたお話をしていただき

たいと思います。 

続きまして、広域鳥獣クラウド・プロジェクト事業について説明をお願いしま

す。 

○農林振興係長（植田雄亮君） それでは、お手持ちの資料に沿って概略を説明して

いきたいと思います。この資料は、議長のほうに出席していただきました総務省

の視察の際に使われた資料であります。現在のところ、このＩＣＴ箱罠で、クラ

ウド事業を使ってイノシシを基本的に捕獲を行っております。色見地区、上色見

地区において、計３０基、現在は２８基設置しておりまして、色見で１２基です、

箱罠は。上色見地区で１６基、計２８基を設置しております。ただ、基本的には

猟友隊にかたっている隊長さんたちが管理をされているんですけれども、現在特

に農繁期ということで、なかなか見回りとかもですね、行けてない状況にありま

す。実際まだ山から下りてきてないので、イノシシが入ってですね、捕獲すると

いうのは月に１回程度はございますけれども、現在２８年度においては、そこま

で実績は上がっておりません。ただ、昨年度までのことを考えますと、もうそれ

こそ総務省の事業で大体１,５００万円かけてしておりまして、全額補助というこ

とでですね、皆さんもそこら辺は承知しておりまして、猟友隊、上色見、色見と

もに今後もやっぱりこの事業を使って個体数を調整することでですね、農作物に

対する被害を防止していきたいと。今までは毎日見回りをしていっていましたけ

れども、このＩＣＴクラウドを使うことで携帯電話やタブレットに情報が送られ

てきますので、それに基づいて動くというようなことですので、今までよりも手

間はかからないというふうな声をいただいております。 
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今後につきましても、現在九州自然環境事務所さんが委託契約を結んでおりま

して管理をされているんですけれども、今現在、色見地区、上色見地区ともに中

に入っておられます、毎日のようにですね。それで見回りと、また猟友隊の方に

話を聞いて、ここに移動したほうがいいんじゃないかとか、そういった話をされ

ております。ただ一つですね、声としては、ちょっと猟友隊数に対しての箱罠の

数が多いということで、できれば少し減らして、集中的に行っていきたいという

話もされております。 

それで、こういった農繁期のときには、例えばオリを閉めて、「ピカわん」と

いう追い払い機ですね、のほうは１０基ありますので、イノシシとかが来たらワ

ンワン吠えるやつですね、「ピカわん」というのがあります。それを重点的に置

いて、個体数の調整というよりも追い払うことで農繁期については行おうかとい

うような考えを今のところは持っております。 

現状は以上となっております。詳細については、この資料を御覧いただいて、

中身とか、写真とかも付いておりますので、御覧いただきたいというふうに思い

ます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま現状について御説明がありましたが、まずは委員

から何か意見がありましたらお出しいただきたいと思います。 

○委員（森田 勝君） はい、森田です。 

今、この説明がありましたが、今回ですね、上色見、下色見に設置ということ

でございますが、今後これがある程度の効果を上げればどういうふうなそうした

形をとっていくのかということを、その後ですね。 

○農林振興係長（植田雄亮君） これですね、もともと今福岡県直方市と高森町が採

択を受けております。その中で、プレゼンの中でも行いましたけれども、連携を

とっていきたいということですね。それが今現在竹田と高千穂と高森町で３県合

同で有害獣対策を行っております。なので、今のところ話があっているのが山都

町さんが今後この総務省の事業に手を挙げられたいということで、例えばいろい

ろ連携をとっていってですね、個体数の調整だったりとかの追い払いだったりと

か、そういったところの連携も横軸とかでとっていきたいなというふうには思っ

ております。ただ、高森町内でですね、今後例えば山間部とかに置くかていう話

というところまではですね、今のところは事業が単年で終わって、取りあえずそ

の後のメンテナンスを行っている状況ですので、基数を増やしたりだとか台数を

増やしたりとかすることであれば、また予算等が伴いますので、その辺は慎重に

ですね、検討していきたいというふうに思っております。 
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現在のところは他町村との連携をですね、重点的に行っていきたいというふう

に思っております。 

○委員（森田 勝君） はい、分かりました。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（森田 勝君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかには何かありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） はい、芹口です。 

箱罠と、今捕獲方法等、箱罠と括り罠と両方あるんですけど、大体頭数として

どっちが多いとな。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 括りが多いです、実際のところはですね。 

○委員（芹口誓彰君） 括り罠が多いということであれば、箱罠といったいうのじゃ

なくて、そちらのほうはいいとして、そっちの方で効果が上がるようにしたらど

うかというように思うんですけれども。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。よろしくお願いします。 

昨年度ですね、その３県合同で括り罠を購入して、猟友隊の隊長さんに配って

ですね、実際に、それこそもう括り罠は個人で捕られるものですので、基本的に

はそれとこの箱罠ＩＣＴを活用して、両方で捕っていきたいというふうに思って

おります。 

○委員（芹口誓彰君） メンテナンスとかいろんな経費がかかるのに対して、そぎゃ

なするなら、もう罠ひとつあればかかると、そっちのほうを実務的にやったほう

が、あえてＩＣＴとかを使うよりもより効果が上がるんじゃないかという気もし

ますが。将来町としてどの方を進めていくかですね。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

今委員さんがおっしゃったみたいにですね、確かに手間とか移動とかも、括り

罠のほうがもちろん簡単ではあります。ただ大型になると、括り罠だけじゃなか

なか難しい。例えばメスの４０キロ級をですね、基本的に捕って個体調整をして

いきたいというふうに思っておりますので、大型になるとそれこそこういった箱

罠だったりとかのほうがですね、捕れはできたりはします。ただ、おっしゃった

みたいに今後はそういった個別で自分たちで自衛でしていくと、それはもう当然

のことですので、そういったところもですね、もちろん町として推進していきた

いというふうに思っております。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（芹口誓彰君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかに、はい、どうぞ。 
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○委員（森田 勝君） 今の罠の件で、町にもお願いしたいと思っているのは、これ

は先ほどから話があっていますが、簡単に設置ができると。それでですね、皆さ

んもイノシシがかかった現場を実際見られたことはあるか分かりませんが、とて

もイノシシもですね、括り罠にかかったつは凶暴がちょっと見込まれますので、

特にですね、個人またはそういう囲い罠の免許を持っておられる人は講習会など

をしっかりして、事故のないような体制をとっていかなくては、もしもがあった

ときにはですね、大変だと思いますので、そういう点についてよろしくお願いし

ておきたいと思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課長の後藤です。 

今、森田委員さんがおっしゃったように、以前上色見で事故がありまして、そ

れを受けまして、早速猟友隊の隊長さんとか集まっていただいて、基本的なこと

をもう一度再度徹底して、安全管理には十分管理するようにということで、猟友

隊の隊長さんに申し上げるとともに、各隊員さんに対して通知をですね、うちの

ほうで出しておりますので、その辺についてはまたあれから１年ぐらい経ちます

ので、もう一度、次回にはそういう会合があるときに再度また趣旨の徹底を行い

たいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） よろしいですか。 

○委員（森田 勝君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかに、このクラウド事業について、何か御質問があれば、

お出しいただけませんか。 

ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） それ以外でですね、何かせっかく職員の方がお見えですの

で、お聞きになりたいということがありましたら、お出しいただきたいと思いま

す。 

どうぞ。 

○委員（田上更生君） 田上です。 

昨年から神原地区でボーリング事業を、農業用水の事業を現在やっております

けれども、今回の地震後、ちょっといろんな情報も入ってきませんので、現在の

状況はどういう状況。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい、農林政策課の後藤です。 

私のほうで今現在報告が上がっておるのは、深度としましては、今１５０メー

ターまで掘削が終わっております。そのうちで、地表から８０メーター付近まで

水が今貯まっている状態でございます。４月、ちょうど年度末でちょっと本来は
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その湧水量調査とかするところでございまして、その湧水量の調査を受けて基本

的にはその後の工事の詳細の基本設計を土地改良連合会に委託しておったわけで

ございますけれども、期間的に無理があるということで、延期をさせて、繰り越

させていただいております。 

４月に入りましたら、早速湧水量調査を、ケーシングといいまして、鉄のパイ

プみたいなのを、一度御覧になられたかどうかちょっと私には記憶にないんです

けど、そういうのを入れまして、そこから実際出てきた水がどのくらいポンプを

入れて湧水量を調査して、どのくらいあるかということでしております。現在は、

単純にですね、ボーリングをしたその機械を上に引き上げたときに、同時に水が

あがってくるわけですけれども、それがその８０メーター付近まで到達するのが

どれぐらいかかるかということで、会社のほうで調査されたら、今の状態では毎

分大体２０リッターということです。当然２０リッターでは足りませんので、た

だ、調査したときに、要するにボーリングのポンプを入れて、吸い上げることに

よって周りから水を寄せて引っ張り込むということも考えられますので、実質的

にはその湧水量調査をしてみないと、どのぐらい水がそこに流れ込んできている

かというのは、まだ分からないという状態でした。 

それで、そういうこともありますので、湧水量調査を４月になったらしようと

いうことでもう準備をしよったところなんですけれども、ちょうど地震がござい

まして、現在は地下から約１５メーター程度ですね、崩落しているという報告を

受けております。１５０メーターから１５メーターぐらいは今埋まっているとい

うか、崩れ落ちているという状況です。 

それと同時に地震のときに工事をさせて、事故とかがあってはいけないという

ことで、今工事の中止を町のほうから中止命令といいますか工事中止を今してお

ります。再開の時期につきましては、県とかと今協議中でございまして、業者さ

んのほうもボーリングの機械を、掘削機を中に入れた状態で、上部から崩落とか

があった場合は、ボーリングの機械が上に上げられなくなる恐れがあるというこ

とで、大変その辺がですね、業者さんも心配されておられまして、それとの兼ね

合いもあって、今幾つか方法が、案が今出ておりまして、第１案としては再度そ

こを掘削させる、第２案としては現在の状況でまず湧水量調査をやってみるとい

うことで、幾つか、今素案は出ているんですけれども、どういうふうに今、どの

方法でやろうかということは、まだ決定しておりません。まだ現在も県と今協議

中でございます。 

県のほうは、工期については、年度内にまではということなら、延期は可能だ

ということで言うておりますので、まあ、地震の動向に、いかんによってまた変
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わってくると思います。 

今のところ、現在の状況はそういうところです。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（田上更生君） はい、よございます。 

○委員長（後藤三治君） 今、お話がありましたけれども、毎分２０リッターですか。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい、毎分です。 

○委員長（後藤三治君） それは、水道蛇口よりか悪いですね。２０リッターぐらい

なら、１分かからんもん、普通の水道だって。だけん、まあ私たちも思うんです

けれども、ある程度の時期には最終的なことも考えなきゃいかんと思うとたい。 

○農林政策課長（後藤健一君） そうですね。 

○委員長（後藤三治君） そういう具合に、もうずっと計画してあるけれども、やっ

ぱり水質がなければたい、水道くむ水がなければ、どれだけ掘っても意味はない

ような気もするとたいな。だけども、まずは湧水量調査をまだしてないから、そ

れをされるということばってん、その状況いかんではやっぱりちょっと大きな判

断をしていただかんと、むやみにお金かけても、なぜこういうことを言うかとい

うと、私も前、水道係におったし、野尻地区は要するに高千穂のほうから水源を

いただいているような状況たい、飲料水としても。要するにあの地区には水はあ

まりないとたい。それは調査されて、あるかということで今度は掘られたとばっ

てん、それが出るなら最高ばってん、そういうことで、少しだけしてやっても何

もでけんだったということではいかんけん、十分検討していただきたいなという

ふうにお願いします。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

今おっしゃったように、基本計画は２００メーターということで始めたところ

でございますけれども、その辺がですね、非常に、今委員長がおっしゃったよう

に掘って、２００を掘ったら水があるかということも含めてですね、やっぱり湧

水調査と同時に地下にそういう水脈があるかというとも含めた上で、もう一度詳

細に精査する必要があるかと思いますので、今おっしゃったように量的にそれだ

けが確保できないということであれば、事業自体についての見直しも、考えざる

を得ないかなというところです。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今、ボーリングの件のお話が出ておりますが、皆さんも御存じのように、高森

町も結構ボーリングが掘ってあります。現在ですね、課長から説明が今ありまし

たように、一番深いところで大体１５０メーター地下くらいのボーリングが掘っ

てあるですね。その中で、中には、これは課長たちが立ち会うと分かると思いま
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すが、砂を巻き上げてくるボーリングもあるし、生水のように美しい水が上がっ

てくるボーリングもあるし、一番注意しとかにゃんとはやっぱり砂を巻き上げて

くるというようなボーリングというのは、もう絶対これは水が少ないという。な

んでかというと水が少ないと、もうそれだけしかないから砂も一緒に上がってく

る。層が深くてある程度のたまり水しかないなら、上げた瞬間でも砂が間違いな

く上がってくるんですね。だけん恐らくそういうふうな、もしも立ち会いをされ

るというときには、まあ１回上げるときはですね、これはボーリング調査しとる

から、砂とか泥が一遍にバーッと出ますけど、ある程度上げて、ずっと砂が出る

ようであればですね、そこの恐らくボーリングは水が少ないところのような感じ

を持ってもらってよかろうと思います。 

そして、ちょっと一つ課長に聞きます。神原地域は標高何メーターぐらいです

か。 

○農林政策課長（後藤健一君） あそこがですね、大体、この前行ったときが、９０

０メーター以上ぐらいあります。 

○委員（森田 勝君） 標高が。 

○農林政策課長（後藤健一君） 標高がです。 

○委員（森田 勝君） ９００メーターあるなら、厳しいな。ただ、今２００メー

ターまでという話が来てますけど、恐らく無理ばせんで、今の段階で水がある程

度８０メーターまで地表からきとるならですね、一遍水ば出してみて、それから

やっぱり検討されたがいいと思います。 

○農林政策課長（後藤健一君） 農林政策課の後藤です。 

今おっしゃられたとおりでございます。こちらも湧水調査というのはやってみ

ないところで分からないところがいっぱいありますので、まずそこを押さえて、

それから部内でもまた協議をした後、また議員さん等にも御報告をいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（後藤三治君） 今そういうようになりますが、委員さんにちょっとお諮り

したいと思いますが、湧水調査でももう始まれば、議会が閉会中であっても、そ

の状況なりを見せていただくことも必要に応じてやりたいと思いますので、その

ときにはよろしくお願いしたいと思います。 

ほかに何かありませんか。［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

もう一つだけ、私のほうから、草部の農地集積のはどがんなっとっとかなと

思って。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農林政策課の古澤です。 

草部の農地集積につきましては、現在実績が１２.８ヘクタールの集積を得てお
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ります。まだ本年度におきまして大分それから増やしていく感じになります。昨

年の１２月に法人奥阿蘇草部というのが設立されまして、それに向けて、それ以

降は現在事務所を葉たばこの施設がありますけど、そちらを半分使って事務所を

作っておられまして、展開をしていっていらっしゃいます。 

集積の状況といいますと、これからも増えていくであろうというふうに話を聞

いております。 

○委員長（後藤三治君） もう一ついいですか。基盤整備の計画はどがんなっとっと

ですか。 

○農林政策課長（後藤健一君） 基盤整備のことなんですが、農地農業地域整備事業

というのがあります。ＮＮ事業と通称言うんですけども、当時はその事業にのっ

けて、まず現況の調査を行う予定だったんですけれども、その事業自体がちょっ

と見直しということで、予算がちょっとその事業自体がなくなりまして、今全く

別の事業でそういうのができないかということでやっておって、町が、町の団体

でその調査事項をやって、いつそれの関連事業が出てきてもいいように対応する

かどうかということを、今町長ともまだその辺は詰めておりません。 

ただ、今回、この地震があったということで、恐らく関連予算がそちらに流れ

ていく可能性が相当高いので、県のほうも、それから具体的な相談とかはあって

はいるんですけれども、９月の議会までにはその辺のところをちょっと整理して、

町長とももちろん御相談申し上げますけれども、それからまあ単独ででもやるの

か、あるいはちょっとしばらく様子見るのかということがありますので、また改

めて議員さんに御相談をしたいというふうに思っております。ただ、私個人の見

解ですけれども、まず、農地の集積を図るためにはどうしても基盤整備というの

はもう必要不可欠なことなので、できるならば、町長のほうにはそういうふうに、

ある程度町のほうも積極的に動いてするほうがいいということで御提案をいたし

たいとは考えております。 

以上です。 

○委員（田上更生君） 委員長、よかですか。 

実は、今回の大震災後に県の議長会でも知事部局あるいは県議会議長それから

自民党県連等にも要望・陳情と何回も行ったところでございますけれども、一つ

は、県議会あるいは知事部局のときには、ちょっと私も、今課長が言われました

ように、震災の復旧復興があるから、まあそういう違う、今までの取り組みをや

りよった事業については予算がそちらのほうに行くだろうということで、発言を、

そのことについては発言は控えておりました。ところが、県議会あるいは自民党

県連等でですね、震災の復旧復興とは違った形で、やはり今まで被害のなかった
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地域、そこの予算等をそっちのほうに持っていくと、被害がなかったところ、特

に高森地区それから球磨・天草地域あたりはほとんど被害等があっておりません。

ですから、そういうところからの陳情もあってですね、県議会あるいは自民党県

連あたりも国あるいは知事や県あたりにも、その地域の被害がなかった地域の予

算等については、今までより以上の予算を組むぐらいの覚悟をもってもらわんと、

そこの経済が停滞をしてしまうと。ましてやまた、特に自民党県連のほうでは前

川幹事長、草村町長とは非常にいろんな繋がりがございまして、私も何回も直接

お話しして、陳情をした経緯もありますけども、向こうのほうから、「高森は非

常に今回は地震の被害は少なかったもんね」という話が、向こうから出たんです

よ。「はい、ですから、まあ住民の皆さんには復旧復興が優先されるから、いろ

んな事業等については少しだけ、少しの期間だけ我慢していただきたいという話

ばしておりました」と、「いや、それは駄目ですよ」と、「そういう発言はやめ

てくれ」というようなことで、前川幹事長のほうから言われましてですね、私た

ちも県やら国に被害のなかったところの経済をきちんとやっぱり成り立たせるた

めに、より以上の金をそこに、特に高森あたりは、孤立したような状況になっと

るじゃないですか、道路網が切断されて。ですから、高森あたりは積極的にやは

り予算獲得に向けてはそういう発言ばやったことはいいですよという、私たちも、

前川幹事長あたりも県連あたりもですね、知事部局それから議会部局にそういう

要望ば今どんどん上げよるから、自治体としても、それは積極的に強く要望ばし

てくれという話がございましたので、その部分はぜひやっていただきたいと思い

ます。そういう要望を、そういう旨の発言をしながらですね。向こうのほうから、

私も遠慮しとったらそういう発言がありましたので、お願いしたいというふうに

思います。 

○委員長（後藤三治君） ありがとうございます。 

私たちも、１５億だったかい、この整備については、１５億だったかな。

［「１３億５,０００万円」と呼ぶ者あり］ああ、だったですね。これは非常に期

待もしたわけたい。まあ担当職員のほうにもひとつお願いしたいんですけれども、

いろいろな事情で、先ほどのボーリングの件も一緒たいな。やっぱりできるなら

こういう委員会の席でも、その状況をたい、やっぱりある程度説明していただい

ておかんと、今回はまあ議案数が少なかったけん、まあお聞きするような形に

なったけれども、議案が多ければそういう質問まで至らないことはあると思うた

い。ほかの議員さんから「どうだった」と聞かれたときに、私たちが答弁できな

いじゃやっぱりいかんけん、できるなら、この委員さんたちについてはですね、

今の状況を、そういう委員会がある度にでも今の状況を教えていただくような方
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向にしていただくと助かるかなと思いますから、よろしく。大変だと思いますけ

れども、まあ口頭でもいいし。 

○農林政策課長（後藤健一君） はい。すみません、先ほど崩落は１５メーターと言

いましたが、たしかちょっと私の記憶違いで、１３.５メーターだったと思います、

はい。 

○委員長（後藤三治君） まあ、農林政策課においては、今後町のですね、農業を左

右する環境をいくつも抱えておられます。こういう災害があったからこそ、でき

る町村からでもですね、やっぱり確立していかなければいけないという、田上議

長も、そういうお話もありましたので、災害があるという、ふさぎ込むんじゃな

くて、できるところからですね、やっぱり周りを築いていくような事業に取り組

んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

ほかに何かありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、農林政策課の付託案件につい

てはすべて終了しました。これで、農林政策課の常任委員会は終わりたいと思い

ます。 

農林政策課の皆さんお疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、本委員会に付託されました、建設課関連の議案

第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（沼田勝之君） 課長の沼田です。補正関係につきましてですね、各係よ

り御説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 課長補佐の野尻です。 

８ページをお開きください。このたびの４月１４日及び１６日で旭Ａ団地の瓦

が落ちましたので、国庫支出金、災害復旧費国庫負担金で６００万円を計上して

おります。続きまして、９ページをお願いします。これも災害復旧費で起債で６

００万円、合わせまして１,２００万円を計上しております。 

歳入は以上です。 

○土木係長（土井谷 顕君） 建設課土木係長、土井谷です。 

補正予算書の１３ページをお開きください。 

土木費、土木管理費、土木費熊本地震災害対策費、需用費で印刷製本費５０万
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円を計上しております。そして、防災道路敷設イメージ映像制作委託費としまし

て、委託料８６万円を計上しております。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 野尻です。 

同じく１３ページです。土木費の中の住宅管理費で非常勤職員の報酬等を１８

１万４,０００円計上しております。 

続きまして、１５ページをお願いします。１５ページの災害復旧費、熊本地震

によります災害復旧の工事請負費を１,２００万円計上しております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 土井谷係長、お尋ねしますけれども、１３ページ、委託料の

８６万、防災道路のイメージ映像作成委託、これはどういった映像を制作するの

か、またその制作したのはどういった活用をされるのか、それを聞きたいと思い

ます。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係長、土井谷です。 

芹口委員さんの質問に答えたいと思います。 

今、高森町は社会資本整備総合交付金事業の当初予算の内定を今受けておりま

す。しかし、平成２８年熊本地震によって被害が少なかった高森町はですね、今

後の社会資本整備総合交付金の交付は少ないと予想されております。通常５年で

完了できる事業が１０年だったり１５年かかってしまうんじゃないかと考えてお

ります。 

そこで、国土交通省にプレゼンするための、プレゼンして秋の補正を取ってく

る、２次補正の内定を取ってくるのが今の目標になっております。そのために、

国土交通省の職員さんが見て分かりやすくてインパクトがあるイメージしやすい

ものを作って、その目標に向かってそれを作成したいと思っております。 

以上です。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

じゃあ、これは、プレゼンのための制作という意味ですね。 

○土木係長（土井谷 顕君） はい。 

○委員（芹口誓彰君） はい、分かりました。 

○建設課長（沼田勝之君） 補足します。課長の沼田です。 

先ほど土井谷のほうからお話をしましたが、本町は震災によってですね、比較

的被害が少なかったもんですから、それゆえにですね、社交付金とかの交付金等

が絞られてくる予想があります。町長のほうから、より有利な交付金、補助金を
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ですね、もらうために、町長が国土交通省とか各省庁においてですね、説明をす

る際に、より効果的な映像のほうを視覚的に編集したインパクトの強いイメージ

上の道路の説明です。道路をどういうふうに整備していくというかですね。そう

いうところを委託しているというところで、委託会社にその制作費ということで

計上しております。これによって、国土交通省の担当者、責任者により効果的に

補助金を付けていただくような、そういう内容的な説明が可能になると思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（後藤三治君） よございますか。 

○委員（芹口誓彰君） はい。 

○委員長（後藤三治君） はい、ほかにはありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

住宅の建物のお尋ねです。ここに旭Ａ団地のですね、瓦、写真も付いておりま

すが、そのほかに町についてはたくさんの町関連の建物の被害は、ここに大々的

に旭Ａ団地が出ていますが、下町の団地とか村中団地、それから中川原団地、こ

ういうところの被害は全然なかったのか、ちょっとお伺いいたします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 野尻です。 

震災がありまして、町営住宅を１軒１軒、この資格を持った人は高森に３人お

られまして、この人たちが１戸１戸住宅を回られまして判定をしていかれました。

で中川原団地とかは、もう昭和４５年ぐらいにできておりますので、外壁等に少

しクラックがあっておるというような報告で上がってきております。須坂団地も

ですね。あとは屋根の一番上の周りの瓦がちょっと開いているぐらいで、それは

何かモルタルで修理すれば直るそうです。 

○委員（森田 勝君） あとの、特に古いほう、中川原団地とか。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 中川原団地と須坂団地。 

○委員（森田 勝君） 村中とかは。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 村中はですね。 

○委員（森田 勝君） 特に異常はなかったですか。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 特に異常はなかったですね。住宅の構造で、簡易耐

火住宅で、ブロック積みのブロックですね、あの住宅が亀裂が相当入っていると

いうことで、あとは木造の場合はそがんはなかったです。はい。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

今、何でこういう質問をしたかというのはですね、今から梅雨時期に入ります。

ちょっとしたひびでも空いていれば、雨漏りがすぐに発生すると思いますので、

特に目で見るととですね、実際雨漏りが入ってくるとそれが浸透して、ポタポタ
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落ちだしたと。恐らくそういう話も今後また出てくるんじゃないかと思っており

ますので、特にそういう点について気を付けておってもらいたいと思います。よ

ろしくお願いしときます。 

以上です。 

○建設課長（沼田勝之君） 課長の沼田です。 

補足します。町営住宅につきましてはですね、地震後に５月の連休明けに全棟

調査ということで、先ほど補佐が言いましたが、３人の判定士、免許を持った方

ですね、で全棟調査をしております。実際に設備等の修理はボイラーが傷んだと

かそういうところは全部修理しているところでして、壁にひびがあるとか、そう

いうところは今後も気を付けておっしゃるとおりにコーキングを行っていくとこ

ろでございます。これから梅雨時期に入りますので、町民の方の声を聞きながら、

住宅の条例の中にありますけど、良好な住環境の整備の確保について、今から努

めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（森田 勝君） はい、お願いしておきます。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。はい、どうぞ。 

○委員（芹口誓彰君） 今の森田委員の関連ですけれども、旭Ａ団地、これは建築し

てからそうは経っとらんと思うわけですよ。あの団地はですね。今写真がありま

すけれども、これは旭Ａ団地のほとんどの棟数、棟がこういった状況になってい

るのかどうかですね、お尋ねしたいと思います。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 野尻です。 

今回の旭Ａ団地は平成６年から９年までに建設されております。一番ひどかっ

たのが平成６年に建設された１棟が瓦がずれたという感じです。あとは何回も見

にいきましたが、ポロポロポロと棟瓦が少し開いたような感じです。 

○建設課長（沼田勝之君） 課長の沼田です。 

補足します。旭Ａ団地につきましては１５棟あります。１棟が屋根のふき替え

が必要ということです。それが一番激しいところです。あと、１４棟につきまし

ても、瓦の補修工事が必要ということで、全棟ですね、旭Ａ団地１５棟あるうち、

全棟に補修工事が必要ということで１,２００万円計上しています。そのうち災害

復旧国庫負担金が５０％６００万円です。それから起債ですね、災害復旧債が６

００万円予定をしております。Ａ団地は全棟瓦の修理・補修も対象となっており

ます。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） はい、ほかにありませんでしょうか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、続きまして討論を行います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

議案第４９号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

○建設課長（沼田勝之君） ありがとうございました。 

○委員長（後藤三治君） 以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたし

ました。 

委員の皆様に、付託案件は終わりましたが、建設課サイドでも昨年から本年度

にかけまして、繰越事業がたくさんありました。この現状についてですね、担当

者のほうから御説明をしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

［資料配付］ 

○建設課長（沼田勝之君） 課長の沼田です。 

委員長の御指摘のとおり、道路で繰り越し事業が大分ありますので、それにつ

いてですね、今から土井谷のほうから路線ごとに説明をいたします。よろしくお

願いをします。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係長、土井谷です。 

平成２８年度の繰越事業について、１路線ずつ説明をしていきたいと思います。

まず、西原・前原線復旧復興防災道路、これについては、平成２８年度繰越事業

の内容は、用地と立木補償、また施設の移転補償の支払いとなっております。事

業費は５,００７万４,５５５円となっております。現在の状況は、平成２８年６

月中に用地と立木補償等の契約を予定しております。そして平成２８年８月中に

契約いたしました用地の登記の完了を予定しております。その後、登記が完了し

ましたら、速やかに支払いに移っていきたいと思っております。 

次、片山・下山線道路改良工事、これも事業内容は用地代と補償代となってお

ります。事業費は１,５９６万７,８８５円です。現在の状況は、平成２８年６月

中、今月中に登記の完了を予定しております。そして平成２８年７月中、来月中

に用地と立木補償費等を支払い予定となっております。 

次、村山・高尾野線道路改良工事の用地補償費の件ですけど、事業費は３５２
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万４,０３５円です。そして請負工事の村山・高尾野線道路改良工事１工区、村

山・高尾野線道路改良工事２工区、それぞれ２本とも工期は平成２８年３月２８

日から平成２８年８月３１日までの工期となっています。１工区の事業費は３,３

４８万円となっております。２工区の事業費は１,６４２万７,２３２円。１工区

の請負業者は株式会社高梢、２工区の請負業者は有限会社谷川土木となっており

ます。用地、請負工事とも、現在の状況は用地契約の段階で、相続に時間を要し

たため用地の登記が遅れてしまいました。また今回の熊本の地震の影響により九

州電力さんとＮＴＴさんの電柱移設が遅れました。西原と南阿蘇村のほうに職員

さんが皆行かれたので、電柱移設が遅れました。現在工事を中断している状況で

す。電柱移設は今月の６月３日に完了しました。登記も近日中に完了する予定で

す。その後速やかに工事に着手していきます。工期は契約の上で平成２８年８月

３１日までとなっておりますが、変更契約を考えておりまして、変更後は、平成

２８年１１月３０日工事完了予定とします。 

続きまして、村山・旭通線道路整備工事ですが、工期は平成２８年２月１６日

から平成２８年６月２４日までとなっております。事業費は２,６５４万６,４０

０円となっております。請負業者は合資会社石原建設です。現在の状況は、もう

残り舗装のみの段階となっておりまして、確実に工期内に完了する予定です。 

続きまして、柳谷・木郷線災害復旧工事です。工期は平成２７年１２月１６日

から平成２８年４月２８日までとなっております。事業費は１,７８４万６,８５

３円です。請負業者は有限会社佐藤建設。現在の状況は工期の４月２８日までに

工事は完了しております。 

以上です。 

○委員長（後藤三治君） ありがとうございました。２８年度に繰り越した事業につ

いて、現在の状況を説明いただきましたが、何か御質問がある方があれば、お出

しいただきたいと思います。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ありませんか。はい、ありがとうございました。 

○委員（森田 勝君） 委員長、よかですか。 

先ほど質問すればよかったつばってんが、これはぶり返すといかんとばってん、

円福寺坊ヶ平線のことについて、ちょっとお伺いします。あれが道路はもう全部

完了したということでですね、今後今まで町道認定しなかった道路とかも結続す

るという形をとられます。その中でですね、私がいっちょ問題になるのは、もし

もあの道路で、円福寺坊ヶ平線の間の工事で事故があった場合は、これは町道の

部分で恐らく後でされると見ておりますが、その下でもしも事故があった場合は、
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どういうふうな対応を町としてはとるのかをちょっとお聞きしたいと思いますが。

もしも事故があったときですね。恐らく今からもう工事できて開通したけんです

ね、通行が多くなるけんですね。 

○建設課長（沼田勝之君） あそこは、町道の部分じゃないんですね。 

○委員（森田 勝君） だけん、町道部分じゃないけんたい、もしも事故があったと

きはどういうふうな対応をとられるのかをちょっと聞きたいんです。恐らくこれ

は分からんからね、今は。何でこういうのを聞いたかというとですね、御存じの

ように谷川土木さんはあそこの前に車が置いてあるんです。それで、あれがもう

町としては、よけてくれという話も恐らくでけんと思いますので、もしもあそこ

で事故があった場合はどういうふうな町として対応をとるのかというのを聞いて

おかんと。 

○建設課長（沼田勝之君） あそこは２棟と、一部は谷川さんから借用しとるような

形になっていると思います。だからそこの部分で事故があった場合は。 

○委員（森田 勝君） ここもはっきり、ある程度しとかんとですね、事故のそれは

絶対ないとは限らんもん。それは道路の整備には私は何も言おうごとはなかっだ

けん。もしも事故があった場合たい。これは恐らく通りの多くなってね、あそこ

も開通しとるけん。あそこは要するに、里道になるわけたいな。 

○建設課長（沼田勝之君） 里道と一部谷川さんから私有地を借用ということで引き

継ぎは受けております。だけん最終的には警察とかの事故、民間同士の確認事故

ということになりますね。 

○委員（森田 勝君） ということは、町としては、下の事故についてはもう対応し

ないということですか。 

○建設課長（沼田勝之君） そうですね。 

○委員（森田 勝君） もう下のほうは町道じゃないけんね。 

○建設課長（沼田勝之君） そうですね、だけん。 

○委員（森田 勝君） それはきちっとしとかんと。やっぱり町民としては、あそこ

まででけてきとるけん、町道じゃないかということを、恐らく言われる人のおん

なはるかもしれないです。そこはやっぱり対応的には町としてはたい、姿勢ば区

別してからせんと。 

○建設課長（沼田勝之君） だけん、逆に認定をしていただきたいということで、議

会等に言ったりとか。 

○委員（森田 勝君） ここは認めとるけんね。 

○建設課長（沼田勝之君） はい、だから上だけが町道で、ここの管理については私

たちがしなければならない。あとはその下のほうですね、部分というのは、その
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当事者同士、最終的にはですね、ということになる。町の行政として何か施策と

いうか施さにゃいかんところがあるならですね、そこから今からでも。 

○委員（森田 勝君） できるならですね、私は思うばってん、看板か何か立てて、

「ここは町道ではありませんよ」と。そうせんと、やっぱり。またそやんすると

また問題ですけど。 

○委員（田上更生君） 事故については、もう普通の事故対応でやらんと、町道だけ

ん町道じゃないけん、町道であれば事故が起きたけんが町が責任をもつのかとい

うことになるけん。 

○委員（森田 勝君） だけど、処分としては町道上の、それになると思うたいね、

もう。 

○委員長（後藤三治君） ええ、それは分かる。だけど事故はね、一般的にはその当

事者間でということになる。ただ、森田さんが言いなはるとは要するに、町道の

瑕疵があるでしょう。例えばくぼみがあったときなどは、そういうことになった

ときには、それはやっぱり考えておかにゃいかんと思うばってん。 

○建設課長（沼田勝之君） 管理者責任を問われるのであればですね。 

○委員長（後藤三治君） と思います。それは今日即答できんかもしれんから。 

○委員（森田 勝君） だけん、そこは町として考えておかにゃ、ある程度。まあ今

日即答せんちゃよかけん。 

○建設課長（沼田勝之君） まあ、大体予測できる対策を。 

○委員（森田 勝君） 道路としてのいろいろにはなんも言わんばってん、もしもそ

ういう事故があった場合が。 

○建設課長（沼田勝之君） 管理上に何か瑕疵とかですね。あれば、はい、町道部分

だったら町がどうにか対処せにゃいかんところですが。 

○委員（森田 勝君） もう、町民な恐らくあれができてから、開通したけん町道と

いうなったと思っとるけん、私どもはですね。だけん、私としての説明は、町道

はここから上だけですといった説明をせにゃいかんばってんたい。まあ、何せ、

そういう対応も一応。 

○委員長（後藤三治君） はい。そういうのは、今後に、いずれは考えていただきた

いと思います。 

ほかにありませんか。 

○委員（田上更生君） 先ほどちょっと、農林政策課の部分でお話をしましたけれど

も、課長のほうからも熊本地震によって予算的に災害の復旧復興のほうに予算が

向けられるというようなことで、非常に今それ以外の事業については厳しい部分

が出てくるというようなお話がございました。県の議長会のほうもですね、陳情
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等にも頻繁に陳情あるいは要望等にも行ってですね、自民党県連あたりからお話

が来ておりますのは、特に被害のなかったところには非常にしわ寄せが来るとい

うような発言を、私どもは阿蘇の代表として一緒に要望に行きまして発言をした

ところ、逆に県のほうから、あるいは自民党県連のほうからですね、高森は非常

に災害が少ない、被害が少なかったというようなことで、その被害が少ないとこ

ろの予算を災害復旧復興のほうに向けてしまうと、高森の業者さんとか経済は大

変なひっ迫状態になりますよと、停滞することになると。 

だから今、熊本県議会あるいは自民党県連あたりもですね、国・県等にも、今

までやろうとしている事業については、積極的な予算を組んでくれと。でないと

被害のなかったところの経済が成り立たなくなると。阿蘇郡の場合は特に高森が

一番被害がなかったけん、懸念される部分ですよね。球磨、天草あたりもそうい

う状況でありますので、その後については、各自治体も積極的な予算要求ば上げ

てくれと、強い要望で上げてくれというような自民党県連あたりのお話がござい

ました。自民党熊本県連が自民党の国・県への今回の災害後の、地震後の要望と

してですね、それを強く国にも要望しているそうでございます。ですから、その

旨を伝えながらですね、積極的な予算要求を上げてくれというようなお話があっ

ておりますので、ぜひ建設課においてもですね、かなわないにしろ、そういうよ

うな要望の仕方、要求の仕方というのをやっていただきたいというふうに思いま

す。 

それが、じきじきに自民党の県連の幹事長あたりは、高森の草村町長とも非常

に近い位置におられましてですね、向こうのほうから、「高森は被害が少なかっ

たもんね」というようなことで、私も住民の皆さんには復旧復興が優先されるの

で、いろんな政策事業については、ここ数年は我慢していただきたいという発言

をしたら、逆に私のほうが幹事長のほうから怒られました。そういう消極的なこ

とでは駄目ですよと。私たちももうそこにはより、高森の場合は特に孤立状態み

たいな状況になっているので、今までよりもより予算を付けてもらうぐらいの要

望ば、要求をしていけというような指示のお話もございましたので、そういうこ

とで、担当課もですね、御返答していただきたいなというふうに思います。 

以上でございます。 

○建設課長（沼田勝之君） ありがとうございます。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、建設課に関連する付託案件等

はすべて終了いたしました。 
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建設課の皆さんお疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第２、所管事務の閉会中の継続調査について審議いた

します。 

閉会中の継続調査については、１．農林水産業振興に関する事項、２．土木行

政に関する事項、３．水道事業及び農業用水事業の運営に関する事項、以上、３

項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。これで、建設経済常任委員会を閉会い

たします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時１０分 

 

 


